
 

 
 

全国学校給食週間実施要領 
 
                          令和元年１２月１１日 
                          初等中等教育局長決定 
 
１ 名称 
   全国学校給食週間 
 
２ 目的 
   本週間は、学校給食の意義、役割等について児童生徒や教職員、保護者、地域住 

  民等の理解と関心を高め、学校給食の一層の充実と発展を図ることを目的とする。 
 
３ 期間 
   １月２４日から１月３０日までの１週間 
 
４ 主唱 
   文部科学省 
 
５ 実施方法 
（１）文部科学省 
   文部科学省では、以下の行事を実施する。  

① 学校給食に関する展示 
   ② 文部科学省ホームページ、twitter 等による広報活動 

③ 「学校給食・食育総合推進事業」事例発表会 
④ 食育授業体験会 

 
（２）学校設置者及び学校等 
   各学校設置者及び学校等においても、地域の実情に応じ本週間にふさわしい取組

を推進する。 
 
 
 


